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共同利用水源の維持管理とリーダーシップ
バングラデシュ地下水砒素汚染地域に建設された代替水源装置とその運営
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要 約

国民の９割が地下水を飲用に利用しているバングラデシュでは1990年代に地下水砒素汚染が明らかに

なり問題になっている｡ 以降､ 国内外の機関によって対策活動として､ 安全な水を供給するための装置

(代替水源装置) が建設されてきた｡ しかし､ 建設された多くの代替水源装置において維持管理が適切

に行われず結果的に放棄される例などが報告されている｡ 本研究は､ 代替水源装置の運営 (維持管理)

がどうして､ どのように立ち行かなくなっていくのかということについて､ 装置の管理組合の役員にイ

ンタビューを行い､ 明らかにするものである｡ 順調に稼動している代替水源装置においては､ 尊敬され

ている人物が組合のリーダーを務めておりその人物を中心として利用世帯がまとまっていたり､ 日常的

に装置のメンテナンスを行う人物の存在が見られた｡ 一方､ 維持管理が放棄されている代替水源装置に

おいては､ 組合のリーダーや､ コミュニティ全体に関連する問題が見られた｡ 今後､ 放棄される代替水

源装置の数を減らし､ 代替水源装置によって安定的に安全な水を供給するためには､ いいリーダーがい

ない､ 又はまとまって何かを解決することが難しいという地域社会において､ どうすれば代替水源装置

は安定的に稼動させることができるのかという点が重要な課題となるであろう｡

キーワード：地下水砒素汚染､ 代替水源装置､ 維持管理､ バングラデシュ



１. はじめに
本研究は､ バングラデシュの地下水砒素汚染

地域において建設されてきた代替水源装置の運

営について､ 代替水源装置が稼動している組合

はどのようにうまく行っており､ 停止している

組合ではどのような問題ゆえに装置が停止して

いるのかということについて､ 管理組合役員に

直接面会し行ったインタビューをもとに分析す

るものである｡

バングラデシュでは国民の９割が飲料水とし

て地下水を利用しているため､ 1990年代にバン

グラデシュ64県中60県において地下水砒素汚染

が確認されると､ 汚染面積の広大さと予期され

る健康被害が危惧され深刻な社会問題となった

(��������	
�2001����������2000)｡

砒素に汚染された飲料水を飲用しつづけた場合､

慢性砒素中毒と呼ばれる中毒症状を引き起こす｡

深刻になれば皮膚がんなどを患うようになり､

最悪の場合には死をもたらす (����������

2000�	��������������2000)｡ 現在のところ

バングラデシュ総人口１億4�400万人のうち

3�000～4�000万人がバングラデシュ安全基準値

0�05���以上の砒素を含む井戸水を飲用水源

として利用しており将来的に慢性砒素中毒症状

を起こしうるリスクにさらされている｡ このよ

うな状況を打開すべく国内外の機関により安全

な水源の提供や砒素リスクに関する情報提供な

ど対策活動が行われている (����������

2000�������2002)｡

代替となる飲料水の確保手段は大きく二種類

に分けることができる｡ 一つは代替水源装置と

呼ばれる､ 水中の砒素やバクテリアをろ過など

の方法で取り除き､ 安全な飲料水を作る仕組み

を持つ装置 (写真１) の導入であり､ もう一つ

は深層地下水を水源とする管深井戸 (通称深井

戸) によるものである｡

深井戸は設置後の維持管理が簡単で故障の際

の交換部品は安価で農村部でも容易に入手可能

なことから､ 設置後に地質学的な理由で利用で

きない場合１などを除くと設置された数が利用

できる数となる｡ 深井戸は公的な補助を受ける

ことができれば自己負担金として設置費用の１

割 (5�000タカ２) を負担するだけで設置するこ

とができる｡ 公的な補助を受けるための手続き

は自由申請式で､ 一見すべての人に開かれた平

等なシステムのように見える｡ しかしバングラ

デシュでは人口の36％が１日１ドル以下で､ 人

口の82�8％が１日２ドル以下で生活していると

されており (国連開発計画�2006)､ 5�000タカ

(約70米ドル) という金額は誰にでも払えるお

金ではない｡ 事実､ 実際に深井戸の設置申請を

行った人物は､ 経済的に恵まれており､ また政

治家などの知人をもつという特徴があることが

報告されている (筒井・谷�2009)｡

一方､ 代替水源装置は維持管理がされなけれ

ば装置の稼動は停止し安全な飲料水を得ること

ができなくなるため､ 日常的な維持管理が重要

である｡ 現実には､ 代替水源装置の維持管理が

放棄され代替水源の稼動が停止する事例が多数

報告されている (���� ����2000�谷�2001�谷�

2005�	�!�������2000)｡

維持管理は集団で行われるため､ 適切に維持

管理され持続的に安全な水を得ることができる

かどうかは､ 地域社会との関係が重要である｡

���� ���(2000) は代替水源装置が持続的に利

用される要件としてコミュニティの重要性を指

摘しているが､ それがどういうことかを説明し

ていない｡ この点について掘り下げた研究では､

順調に稼動している代替水源装置の管理組合を

見てみると､ 既存の社会組織や親族集団のまと
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写真１ 代替水源装置 (改良型掘り抜き井戸)

筆者撮影 (2007年３月26日)

１ 沿岸部では深層地下水に塩水が混ざっている場合があるため､ 深井戸を設置しても飲用としては利用できないこともある (���� �����

2008)｡

２ 2010年２月時点での為替レートは１米ドル≒69�8タカ｡



まりと重なった場合に､ すでにある人間関係を

土台にすることができるので装置の維持管理も

順調に行われることが指摘されている (谷�

2001�谷・筒井�2005)｡ このように､ 代替水

源装置の維持管理には集団の特徴が重要である

し､ どういう集団に維持管理された場合に代替

水源装置は持続的に利用されるのかという事例

も明らかにされてきた｡ 一方､ たくさんの代替

水源装置が放棄されているという現実のもと､

代替水源装置の運営はどのような経緯でうまく

いかなくなるのか､ そして今後どうすれば順調

に維持管理されず放棄される代替水源装置を減

らすことができるのかということについては､

あまり分析されていない｡

そこで本研究では､ 同じプロジェクトによっ

て同じプロセスを経て建設された６つの代替水

源装置を対象に､ 代替水源装置の運営に中心的

な役割を果たす人物に面会し､ 代替水源装置の

管理の実態､ 水源装置が停止した時期と経緯に

ついての聞き取りを行い､ どのように維持管理

は立ち行かなくなっていくのかということにつ

いて分析する｡ なお本研究では対象者を組合役

員に限定し面接によるインタビューという方法

を取るが､ この理由については ｢３. 方法｣ で

説明する｡

２. 代替水源装置の設置経緯
本研究の調査対象地はバングラデシュ国ジェ

ソール県シャシャ郡である｡ シャシャ郡は地下

水砒素汚染が深刻な地域のひとつであり､ 1990

年代から調査や対策活動が行われてきた地域で

ある (谷�2005��������	
�2000)｡ このシャ

シャ郡でどのように代替水源装置が建設されて

きたか､ またその維持管理体制はどうなってい

るのかという点についてまず説明する｡

バングラデシュでは多くの機関が砒素対策活

動を行っているが､ シャシャ郡で活動している

のは主にアジア砒素ネットワーク (��) で

ある (谷�2005���������	
�2007)｡ 主要な

活動としては､ 国際協力機構 (����) の委託

事業として2002年から2004年度まで開発パート

ナー事業 ｢バングラデシュ飲料水砒素汚染の解

決に向けた移動砒素センタープロジェクト｣ が､

2005年から2008年までは������� (提案型技

術協力) 事業 ｢バングラデシュ国持続的砒素対

策プロジェクト｣ が行われてきた (����	��

���2004�谷�2005�筒井�2008)｡

上述の ｢移動砒素センタープロジェクト｣ で

はシャシャ郡に存在する約３万本の井戸につい

て砒素濃度測定検査が行われた｡ その結果をも

とに､ 砒素汚染問題の深刻な地域に代替水源装

置の建設計画を提案するというものであった｡

しかしながら､ 代替水源装置は汚染の深刻な地

域に無条件の贈与が提案されたわけではない｡

建設計画の打診を受け､ それを希望する地域

ではまず代替水源装置の維持管理を担当する管

理組合を結成し､ 組合長､ 書記､ 会計を明示す

ることが必要であった｡ また代替水源装置総工

費のうち１割は ｢住民負担金｣ として管理組合

に支払いの義務が課せられた｡ 建設に際し住民

が資金の一部を負担することはバングラデシュ

政府の方針でもあるが､ 装置の持続的な利用の

ために住民の所有意識を形成する上でも重要な

ものである (�������������	� 
	�����2004�

谷�2005!135)｡ 期日までに住民負担金を準備

することのできない地域では代替水源装置の建

設が延期または取りやめとなった｡ その結果､

2000～2004年のプロジェクト期間にシャシャ郡

の８ユニオン３25村において､ 63基の代替水源

装置やパイプライン設備が建設された｡

シャシャ郡に建設された主要な代替水源装置

には､ ポンド・サンド・フィルター (����

�	�� "�
���!��") ､ 改良型掘り抜き井戸

(#�������$% &�

!$')､ 砒素鉄除去装置

(������(	�����������	
"�
���!����) が

ある｡ ��"と$'は砒素を含まない表流水や

自由地下水を原水としごみやバクテリアをろ過

過程で取り除き清潔な水をつくりだすものであ

る｡ 図１は��"の模式図である｡ 井戸ポンプ

で池の水をくみ上げるとそれが最初に原水槽に

たまり､ 徐々に)�"(1)､ )�"(2) のろ過水

槽を流れ､ その過程でバクテリアなどが取り除
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３ ユニオンとはバングラデシュの地方行政組織における最小単位のまとまりである (河合�1993)｡ ひとつのユニオンには９つの選挙区 (ワード)

があり､ この選挙区から選出された議員とユニオン全体から選出された議長で評議会 (ユニオン評議会) が構成されている｡ ユニオンは人為

的な行政区分であるため､ 社会的なまとまりを背後に持ってはいない｡ それとは対照的に､ 農村部における自然村は明確な社会的単位であり､

住民の ｢村｣ に対する帰属意識は強い (谷�2005)｡



かれ､ すべてのろ過過程を経て浄水槽にたまっ

た水は清潔で安全な水となっている｡ これらの

代替水源装置はろ過装置の目詰まり防止や砒素

除去能力を保持するための定期的な清掃といっ

た維持管理が必要である｡ 改良型掘り抜き井戸

の装置もほぼ同様のろ過構造を持っている｡

これらの装置にはいくつかの問題点がある｡

���は池の提供者が少なくなかなか建設でき

ないことである｡ 農村部において池は魚の養殖

をする重要な経済資源であるが (�����	
��

2000�谷�2005��������	�2004)､ ���原水

池として利用する場合には原水の清潔さを保つ

ため養殖活動をやめなければならない｡ またバ

ングラデシュ農村部では池は洗濯や沐浴などの

日常活動に利用されているが､ ���の原水池

とする場合には､ 池をこれらの活動に利用する

ことも禁止される｡ したがって､ ���用に池

を提供する所有者がなかなか見つからないこと､

またせっかく提供された池でも周辺住民が日常

活動をやめない場合があるなどの理由で建設さ

れた���の運営が放棄される例は多い｡ 一方､

改良型掘り抜き井戸の問題は､ 近年水中の砒素

測定技術の向上で掘り抜き井戸が原水とする自

由地下水の砒素汚染がわかったことである

(���	������2005)｡

一方､ ����は砒素に汚染された浅層地下水

を原水とする装置で､ 装置のろ過過程で砒素を

除去し安全な水を取り出す装置である｡ ����

の建設は､ ���のように池提供者の出現を待

つ必要もなく建設できるという面で優れている｡

しかし､ ����で安全な水を取り出すためには

原水の砒素濃度が低いものでなければならない｡

また､ ろ過過程で取り除いた砒素の処理も問題

である｡

表１は2006年度に ���が ����委託事業

｢バングラデシュ国持続的砒素対策プロジェク

ト｣ の一環として､ 前出の ｢飲料水砒素汚染の

解決に向けた移動砒素センタープロジェクト｣

で建設された既存63基の代替水源装置をモニタ

リングした結果である｡ 2006年夏のモニタリン

グ時において､ 26基は何らかの事情により稼動

が完全停止していた｡ 稼動状態にあったものは

37基であり､ 全63基中59％にあたる｡ この数字

は､ 建設された代替水源装置のうち３基に１基

は稼動していないことを示す｡

代替水源装置は稼動していても数世帯でしか

利用されていない場合や､ 逆に想定された利用

数を大きく上回って利用されている場合など､

利用状況にばらつきがある｡ 表２に本研究で調

査対象とした６つの代替水源装置について､ 管

理組合の組合世帯数､ 2007年春現在での代替水

源装置の実際の利用世帯数を示す｡ 管理組合の

所属世帯数は､ 装置のろ過能力により組合結成

当時に決められている｡ たとえば���は装置

の規模が大きく提供できる水量も多いため組合

世帯はだいたい100世帯となるが､ そのほかの

水源では40世帯程度である｡

組合世帯は建設当初に建設資金の一部を提供

した世帯であり､ 水源装置の利用が保障されて

いるが､ 維持管理費の支払いと装置の清掃など

管理活動への参加が義務づけられている｡ しか

し水源装置が稼動不調となり安全な水が得られ

なくなると､ 組合世帯であっても維持管理費の
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表１ 代替水源装置の稼動状況 (シャシャ郡／ユニオン別)

ユニオン名
代替水源
装置総数

稼動台数
(2006年)

稼働率

ウラシ 9 7 78％

カイバ 10 5 50％

ゴガ 15 8 53％

シャシャ 2 0 0％

バガチャラ 22 14 64％

パトカリ 3 2 67％

バハドゥルプール 1 1 100％

ラクシュマンプール 1 0 0％

計 63 37 59％

資料提供：��������バングラデシュ国持続的砒素対策プロ
ジェクト (2006年度)

図１ ポンド・サンド・フィルターの構造

出典：宮田 (1999)



支払いをやめ､ 管理活動にも参加しなくなる場

合がある｡ その場合､ 実際の利用世帯数は組合

世帯数よりも少なくなる｡ たとえば�村の装

置�‒2では登録された組合世帯数は40であるが

実際の利用世帯数は13世帯､ 装置�‒3の組合世

帯数は46世帯だが利用者世帯は27世帯､ �村の

装置�‒1では組合世帯数40世帯､ 利用者世帯数

は36世帯となる (表２)｡ 組合世帯数と利用者

世帯数の差が甚だしいのは�村の装置�‒2と

装置�‒3である｡ これらの代替水源装置には実

際には利用者世帯がない｡ これらの代替水源装

置は１年以上前から完全に稼動停止しており､

維持管理も放棄されている｡ このことについて

は後述する｡

例外は�村の装置�‒1である｡ この水源は

稼動状態が非常に良好で安定して安全な水源を

提供しているため利用者がとても多い｡ 正式な

組合世帯以外の世帯も利用しているため､ 利用

者数は組合世帯数の1�6倍で167世帯である｡

代替水源装置を持続的に利用するためには維

持管理が不可欠であるが､ その維持管理を円滑

に行うため中心的な役割を果たすのは３名の組

合役員である｡ ３名の役員とは組合長､ 書記､

会計で､ それぞれの役職には独自の役割がある｡

アジア砒素ネットワーク職員によると､ それぞ

れの役職にかかわる役割は以下のとおりである｡

組合長は管理組合の会合を開くこと､ 代替水

源装置の稼動状態を点検すること､ 代替水源装

置の使用に関して社会的な問題や対立が起きた

場合にその問題解決に努めることである｡ 書記

の仕事は､ 組合世帯に会合に来るように呼びか

けること､ 会合の司会を務めること､ 代替水源

装置の清掃を行う日を決めることである｡ 会計

の仕事は､ 代替水源装置の管理に関する出納帳

をつけること､ 維持費の回収を行うこと､ 組合

名義の銀行口座を管理すること､ 会合のたびに

銀行口座の残高表を持参し組合世帯に公開する

ことである｡ 代替水源装置に関する出費につい

て､ 100タカ以内であれば会計の判断によって

出費を行うことができるが､ 100タカ以上の場

合は組合長と書記の許可が必要となる｡

アジア砒素ネットワーク職員によると､ 三役

として選出された人々には以下のような特徴と

条件がある｡ 三役に共通する特徴は､ 社交性の

ある人､ それぞれの地域社会のなかに十分受け

入れられている人で､ 25歳以上の人である｡ 組

合長と書記に求められる人物像は同じで､ 地域

社会の誰にでもなじみのある人で､ たとえば､

病気の人がいることを知ったらお金を集めてそ

の人にあげるような人物である｡ また､ 政治色

の強い人物は組合長や書記にはなれない｡ これ

らの役職に付くのは､ 実際には40歳前後の人で､

女性の場合は (規則はないが) 結婚している場

合が多い｡ 会計は､ 中学校修了程度の学歴を持っ

ていれば会計の専門教育を受けている必要はな

い｡ けれども､ お金を扱うので､ 組合員全員が

強く信頼できる人物であり､ すべての組合世帯

に対して葛藤のない人物でなければならない｡

３. 方法
代替水源装置の維持管理体制は上述のように

成り立っているが､ その体制がうまくいってい

ないところでは､ 代替水源装置は停止し､ 安全

な飲料水を得ることができなくなる｡ 代替水源

装置の稼動状況と維持管理体制には密接な関係

があると想定できるので､ それぞれの水源装置

の管理体制について､ 管理組合の役員を対象と

した聞き取り調査を行った｡

本研究で直接面会による聞き取りという方法

を取ったことには以下のような理由がある｡ ア

ジア砒素ネットワークによってシャシャ郡に建

設された代替水源装置は､ ほぼ同一の条件､ 同

一のプロセスを経て建設された｡ このプロセス

とは､ アジア砒素ネットワークから地下水砒素

汚染の深刻な地域に代替水源装置の建設計画の
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表２ 代替水源組合の組合世帯数と実際の利用数

(2007年)

Ａ村

種類 組合世帯数 利用世帯数

装置�‒1 ��� 100 167

装置�‒2 ���� 40 13

装置�‒3 	
 46 27

Ｂ村

種類 組合世帯数 利用世帯数

装置�‒1 	
 42 37

装置�‒2 ��� 103 0

装置�‒3 	
 40 0



提案 (打診) を受けることで､ 装置の建設を望

む人々が組合を結成し､ 住民負担金を共同出資

するというものであった｡ ここで重要なことは､

代替水源装置は無償で贈与されたものではなく､

その必要性を確認し建設を望む住民がお金を出

し合うことで建設されてきたということである｡

しかし現実には､ このような前提をよそに､ シャ

シャ郡では約４割の代替水源装置が稼動してい

ない (表２)｡

したがって代替水源装置の運営の明暗は､ 前

提となる条件の欠如ではなく､ 組合の雰囲気や

組合役員のパーソナリティー､ 地域の人々が砒

素問題に対してどれくらい解決を望んでいるの

かといった､ 現地に赴いてみて､ 該当する人物

から話を聞いてみなければわからない要素と強

い関係にあるのではないかと考えた｡ そこで本

研究では代替水源装置のある場所を訪問し､ 役

員との面会によるインタビューという方法を取

ることとした｡

調査地はジェソール県シャシャ郡の�村と

�村である｡ この二つの村を選んだ理由は､ 同

じく３基ずつの代替水源装置が設置されている

が､ �村では３基すべてが稼動しており中には

想定された利用者数を大きく上回るほど活発に

利用される水源装置がある一方で､ �村では３

基のうちの２基が停止しているという違いがあ

り (表２)､ この二つの村の６基について調査

することで､ さまざまな運営状況､ 稼働状況の

違いについての情報を集められることによる｡

調査対象とした６つの代替水源装置の種類の内

訳は､ ���が２基､ ��が４基､ ��	�が１基

である｡

調査方法は面会によるインタビューである｡

代替水源装置１基について基本的には３名の役

員がいる｡ 調査では�村の３基､ �村の３基

のすべての管理組合についてその役員の自宅ま

たは職場を訪問し､ インタビューを行った｡ イ

ンタビュー時の訪問者は､ 筆者と､ それぞれの

村の出身者である案内役の青年､ そして通訳で

ある｡ 調査期間は2007年４月から６月である｡

４. 結果
以下では､ 管理組合役員へのインタビューの

結果を､ �村､ �村の順に整理する｡

� �村の代替水源組合
① 装置�‒1

この代替水源装置の稼動状況は2006年度のモ

ニタリング・サーベイ (表１) において63基の

代替水源装置のうち最も運営状態の良い代替水

源装置として選ばれた｡ この代替水源組合の目

下の問題は､ 利用者が増えすぎて水資源が足り

ないことである｡ それはこの代替水源装置から

は安定して質のよい水を得ることができると評

判であったため､ 組合に参加していない世帯ま

でもがこの代替水源装置から水を得るようになっ

たためである｡ 装置�‒1の許容は100世帯であ

るが､ 現状での利用世帯は167世帯である (表

２)｡ 装置�‒1の管理組合は､ この地域のモス

ク４を中心とした組合である｡ この装置はモス

クの所有する池を水源とし､ モスクの土地に建

設された｡ 代替水源装置の組合世帯となった世

帯はモスクの組合世帯と重なっており､ 管理組

合はこのモスク組合をほぼ踏襲する形で結成さ

れた｡

�村の住民の97％がイスラム教徒であるが､

そのなかには多少の違いがある｡ バングラデシュ

総人口の約９割はイスラム教徒で､ スンニー派

に属するが､ このスンニー派のなかには５つの

分類があり､ 一般的なベンガル人はスンニー派

のなかのハナフィー
����と呼ばれる宗派に

属する｡ 一方､ 村の人の話によると､ この代替

水源装置周辺に暮らす人々は､ スンニー派のな

かのワハビー������(原理主義的イスラム)

である｡ 村のなかで認識されているハナフィー

かワハビーかの区別は､ ワハビーはモスクの運

営資金の大半を外国から得ていることと､ ハナ

フィーとワハビーでお祈りのスタイルが多少異

なっていることである｡ それ以外の点について

大きな違いや仲たがいなどはなく､ 生活に支障

はないという｡ ハナフィーの人がワハビーに属

するこのモスクでお祈りすることにも問題はな

い｡ しかし､ 村のなかの少数派であることが､
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４ 2001年の国勢調査によると､ バングラデシュ国民の89％がイスラム教徒である (�������������������������� �!2007)｡ また､ �村の総世帯

数835のうちの814世帯が､ �村の742世帯のすべてがイスラム教徒である (�������������������������� �!2006)｡ �村と�村にはそれぞれ

３つずつモスクがある｡



この地域に暮らす人々の結束を固くしており､

そのことがモスク組合の結束の固さと水源装置

の運営に反映しているのではないかと考えられ

る｡

また､ この管理組合で実質的なリーダーシッ

プを発揮する人物は書記と会計を兼任している

人物で､ 地元の商業地で仕立屋を経営しており､

資金管理にも長けている｡ 加えてモスクの礼拝

指導者やマドラサの教師を勤めるなど地域住民

からの信頼も厚い｡

② 装置�‒2

この代替水源装置は１年ほど前までは非常に

よい状態に維持管理されていた｡ それは､ 書記

と会計の二人がこまめに水源装置の面倒を見て

いたことによる｡ とくに書記を務める人物は､

学校の先生でもあり地域住民の信頼も厚い｡ ま

たアジア砒素ネットワークがシャシャ郡で３万

本の全井戸調査をした際にはフィールドワーカー

を務めた経験があり､ 砒素問題に対する理解も

深かった｡ 事態が変わりはじめたのは､ １年前

にこの書記が常勤の別の仕事に就職し､ 妻の実

家がある隣村で生活するようになったことによ

る｡ このため､ 書記が水源装置に常に目を光ら

せている､ という状態ではなくなってしまった｡

また会計の青年は家庭の事情で一時的にダッカ

に移り住んだ｡ この青年は数ヶ月後に�村に

戻ってきたが､ 運営の中心的な役割を果たした

書記の存在なしで代替水源装置の運営状態を元

に戻すことは難しかった｡ 管理組合にはもう一

人役員 (組合長) がいるが､ 組合長は水源装置

の運営については無関心であった｡ 管理組合役

員たちのこのような状況を受けて､ 筆者が代替

水源装置を観察したときには､ この装置はなん

とか動いているという感じだった｡ 管理組合世

帯は40世帯であるが､ 実際の利用世帯数は13世

帯と少ない (表２)｡ 目下の代替水源装置の問

題は､ 装置のタンク部分にかぶせるネットが破

れていることである｡ このネットをかぶせてい

ないとごみや埃が水に混ざってしまう｡ このネッ

トは300タカ (約150円) 程度のものであるそう

だが､ この300タカを出す世帯もなく､ これを

集金して回る人物もいないというのが現状であ

る｡

③ 装置�‒3

�村にはマドラサ (イスラム教の宗教学校)

が一つあり､ マドラサによる資金提供 (一部)

によって､ その近所に装置�‒3が設置された｡

その経緯ゆえに装置�‒3は実際にはマドラサの

所有物ではなく､ マドラサの敷地内に存在する

わけでもないが､ ｢マドラサの装置｣ という通

称で呼ばれている｡ この管理組合ではマドラサ

の教師が組合役員に就任しているが､ 問題はこ

の３名の役員の全員が代替水源装置の近所に居

住していないことである｡ 役員３名のうちの２

名は�村から４��程度離れた別の街に住んで

おり､ 毎日このマドラサに通勤してくる｡ 残り

の一人は装置�‒1の書記が兼任している｡ この

人物は装置�‒1の近所に住んでおり､ そこから

は１��弱の距離である｡ したがって､ 水源組

合の役員はほぼ不在の状況でこの装置は運営さ

れている｡ このような状況でも代替水源装置が

稼動状況にあるのは､ ケアテーカーの努力によ

るところが大きい｡

この代替水源装置のケアテーカーを勤める人

物は､ 代替水源装置の建設に土地を提供した人

物でもあった｡ この人物がケアテーカーとして

水源装置の運営に積極的に関わることにはわけ

がある｡ この水源装置の建設に際してはマドラ

サが2�000タカを提供､ この人物は建設のため

の土地と2�500タカを提供した｡ したがって､

この人物にとって代替水源装置は一部自分の財

産であるという認識が強く､ それが代替水源装

置を適切に管理することの動機付けになってい

る｡ ただ､ 役員のように利用者全員に対して中

心的な役割を果たす人物が不在であるせいか､

故障時などに利用者世帯から均等にお金を集め

ることは困難で､ ケアテーカーが自腹を切る場

合も多いという｡

� �村の代替水源組合
① 装置�‒1

装置�‒1は､ 水源装置自体の運営は順調であ

る｡ 問題は､ 管理組合の書記が個人的な問題で

仲たがいしている世帯に対して水源装置の利用

禁止を言い渡しており､ このため代替水源装置

を利用できない世帯が存在することである｡ 代

替水源装置はこの書記の土地に建設されており､

使用を禁止された世帯の人は水源装置に近づく
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こともできない｡

利用を禁止された世帯に話を聞いてみた｡ そ

のうちの１軒はこの書記の隣人Ｍである｡ かつ

て隣人Ｍは何の問題もなく代替水源装置の水を

利用していたが､ 問題が生じたのは１年前であ

る｡ １年前､ 政府の測量によって書記とこの人

物の自宅の土地所有が明確に線引きされること

になった｡ そのときに､ 書記の主張した境界線

と隣人Ｍの主張した境界線が異なっていたこと

が問題の発端となった｡ 書記の主張した土地は､

隣人Ｍの庭にかなり食い込んでいたのである｡

そこで､ 書記と隣人Ｍは土地所有を巡って論争

になったが､ 結果的には書記の主張が認められ､

その土地は正式に書記のものとなった｡ その後

書記は隣人Ｍの庭に食い込んだ土地部分にコン

クリート造のバスルームを建設した｡ そのとき

に､ バスルームの壁から続きで書記の家と隣人

Ｍの間にはブロック塀が建設され､ 近所づきあ

いは皆無となった｡ 書記は土地所有を巡って隣

人Ｍと論争になったことを快く思っておらず､

その結果､ 書記は隣人Ｍに自分の土地に出入り

することを一切禁止し､ 代替水源装置の利用も

禁止した｡

この書記はほかの組合世帯ともいさかいを起

こしており､ それゆえに数世帯の組合世帯が代

替水源装置の利用を禁止されるという事態が起

こっている｡ いさかいの原因は組合世帯が月末

に維持管理費を払わない､ 装置の利用上の規則

を破った､ といったことである｡ これらの組合

世帯は書記と喧嘩になり､ それが原因で安全な

水を利用しなくなる､ あるいはできなくなった｡

水源装置自体の運営が順調であってもある特定

の人物によって利用者が規制されるという事態

は､ すべての人が安全な水にアクセスするとい

う環境の実現を難しくしている｡

② 装置�‒2

この水源装置は､ 2007年５月の時点では､ 完

全に停止していた｡ 水源装置のなかに水はなく､

装置の屋根であるトタンが取り外されており､

水源装置上には収穫した稲が大量に干されてい

た｡ もう何ヶ月も水源が稼動していないことは

一目でわかった (写真２)｡

そもそも､ この代替水源装置は建設されてか

ら現在までの２年間の間に３ヶ月以上連続して

稼動状態にあったことがないという｡ この水源

装置はまず��として建設された｡ しかし､

ダグウェルの水から砒素が検出されたことを受

けてこの水源の稼動は停止した｡ その後､ 水資

源を池の水に変え水源装置は���に作り変え

られた｡ 水資源とした���池は大きく水量も

十分であり､ 今度はうまくいくと考えられた｡

しかしこの装置は���としても長くは稼動し

なかった｡ 水源となった池は大きく水量も豊か

で､ 周辺住民によって洗濯や沐浴に利用されて

いた｡ ���池として利用するためには､ 出来

る限り清潔な水質を確保するためにこういった

日常的な利用を停止しなければならないのだが､

住民たちはこの池が���水源となった後も洗

濯や沐浴をやめなかった｡ このため安全な水を

取り出すことができず､ この水源装置はまたし

ても停止に追い込まれた｡ ���として稼動で

きなかったことは､ 安全な飲料水を得ることに

ついて､ 周辺住民の共通理解を得ることができ

なかったのが原因であろう｡

この装置が順調に稼動しなかったことには､

役員の特徴とも関係があるだろう｡ 三役員の特

徴は､ 圧倒的な土地所有にある｡ 組合長を勤め

るのは�村で最も多くの土地を所有する人物

であった｡ 組合長の所有する土地は23エーカー

であり､ それに次ぐ世帯の土地所有は15エーカー

であることから､ 組合長の土地所有は�村内

でも群を抜いている｡ 圧倒的な経済的背景を反

映してか､ この代替水源組合では三役員が代替
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写真２ 装置 B‒2

屋根は取り外され､ 装置内の水は汚濁したまま放置
されている｡ 周りには稲が高く積み上げられており､
水源装置として長い間利用されていないことがわかる｡
筆者撮影 (2007年５月５日)



水源装置建設のために大金を出資している｡

表３に�村と�村における管理組合が代替

水源装置の建設の際に負担した資金を示す｡ �

村の装置�‒2では､ 組合に加盟する100世帯が

負担した金額の総計は7�000タカであった｡ こ

のうち１役員1�000タカ､ 三役員合計で3�000タ

カを負担した｡ 三役員の負担比率は全体のうち

43％である｡ 三役員が負担した比率という面で

は装置�‒2の役員負担率45％のほうが多い｡ し

かし､ 負担総額そのものは�村装置�‒2では

2�000タカであるが､ この装置�‒2の三役員で

は3�000タカと多い｡

三役員がそれぞれ大金を負担した理由を組合

長に聞いた所､ 組合長は村の貧富の差に言及し

た｡ �村では貧しい世帯と裕福な世帯の格差が

大きいので､ 大勢の世帯が集まって共同出資を

行う場合､ すべての世帯が平等な金額を負担す

るという方法は現実的ではないという｡ 彼の意

見では､ 負担金額は世帯の経済レベルによって

変動すべきものであり､ 裕福なものほど資金の

多くを負担する必要がある｡ 組合長は自宅に緑

の井戸を所有しており､ 代替水源装置の建設如

何にかかわらず安全な水を獲得できる立場にあ

る｡ しかし､ 彼が大金を寄付し､ 組合長に就任

して代替水源装置の建設に貢献したのは､ 裕福

な世帯であることの義務感による｡ その義務感

は強制のようなものではなく､ 組合長は ｢安全

な水を得ることは誰にとっても重要なことだか

ら｣ と､ この役職も､ 1�000タカの出資も､ 喜

んで引き受けており､ 協力的であった｡

管理組合の組合長が協力的な態度を示しなが

らも､ この代替水源装置は１年以上停止してい

る｡ その理由として考えられるのは､ 役員であ

る組合長に代替水源装置から安全な水を得よう

とする動機がないことである｡ 組合長にとって

は組合の組合長に就任することも､ 住民負担金

として大金を負担することも､ 裕福な世帯であ

るという使命に準ずるものであり､ 代替水源装

置の運営や安全な水を得るためのものではない｡

また彼は自宅に安全な井戸を所有しており､ 代

替水源装置を順調に運営させることで安全な水

を得たいという動機もない｡ 代替水源組合の運

営には役員のリーダーシップが非常に重要であ

るが､ 組合長には代替水源装置を順調に運営さ

せることの動機付けがなく､ 協力的ではあって

もリーダーシップを発揮しているわけではない｡

実質的なリーダーの不在が､ 代替水源装置の停

止と関係しているものと考えられる｡

③ 装置�‒3

この代替水源装置は､ 筆者の訪問からさかの

ぼって１年間停止したままであった｡ この水源

が利用者の人々に見捨てられてしまった理由は､

筆者が三役員にインタビューした限りではよく

わからなかった｡

この水源装置の運営がうまくいかないことに

は､ 過去の出来事との関係が考えられる｡ この

水源装置が建設される以前に資金の横領事件が

あった｡ 建設に先立ち３名の役員が選出され､

住民負担金の回収が完了した時点で､ 代替水源

装置の建設もとであるアジア砒素ネットワーク

が残りの建設資金を組合の銀行口座に振り込ん

だ｡ その後､ この組合は水源装置を建設してお

らず､ 資金が役員の一人 (組合長) によって横

領されていたことが発覚した｡ 役員は代替水源

装置を建設するための資金の一部を横領し､ そ

れを自宅の建設費に当てていたのだ｡ その後､

管理組合とアジア砒素ネットワークとの間で話

し合いが繰り返され､ 資金は返還されダグウェ

ルが建設された｡ しかしながら､ その後の稼動

は決して順調であったわけではなく､ この装置
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表３ 管理組合の資金負担率

�村

代替
水源装置

組合
世帯数

住民負担金
三役員の
支払額合計�

装置�‒1 100 2�750 250 (10％)

装置�‒2 40 4�500 2�000 (45％)

装置�‒3 40 データなし データなし

�村

代替
水源装置

組合
世帯数

住民負担金
三役員の
支払額合計�

装置�‒1 42 4�500 930 (20％)

装置�‒2 100 7�000 3�000 (43％)

装置�‒3 40 4�500 データなし

�カッコ内は住民負担金総額のうち三役員が支払った額の占
める割合
金額単位：�� (タカ)
資料提供：アジア砒素ネットワーク



が１年もの間稼動していないのは上述の通りで

ある｡

５. まとめ
本研究では､ 代替水源装置の稼動はどのよう

に立ち行かなくなるのかということについて､

実際に装置の維持管理にかかわる管理組合の役

員から話を聞くことによって解明することを試

みた｡

住民からの信頼も厚く､ 資金管理など実務に

も長ける人物が役員を務める代替水源組合では

水源装置の運営も順調である (装置�‒1)｡ 一

方で､ リーダーシップを発揮していた役員が不

在となることで運営が座礁しつつある管理組合

(装置�‒2) や､ 三役員を周辺地域以外から得

たために役員不在という状況のなか､ ケアテー

カーが奮闘する管理組合 (装置�‒3) もある｡

また､ 原水とする池の水量に問題はなくとも､

住民の間でその池で日常活動をしないという合

意が形成できないため代替水源装置を稼動させ

ることができないこと､ そして装置の建設にと

りかかったころに役員により建設資金が横領さ

れた事件もあり､ 管理組合の実行力がほとんど

発揮されることもなく､ 建設当時から水源がま

ともに稼動したことがないという水源装置もあ

る (装置�‒3)｡ 順調に稼動している代替水源

装置が役員の個人的利害によって利用制限され

ている例は､ 周辺住民に､ 安全な水があるにも

拘らず飲むことができないという強いジレンマ

を形成させている (装置�‒1)｡ もっとも運営

状態の優れている装置�‒1の事例では､ 既存の

モスク組合を基盤としていること､ 周辺住民が

宗教的な少数派であること､ そしてモスク組合

で中心的な役割を果たし周辺住民から尊敬され

ている人物が管理組合の役員を兼任していると

いう特徴があり､ これらの要素が合わさって代

替水源装置は順調に運営されていると考えら

れる｡

全体的に明らかなことは､ �村の代替水源装

置の運営は順調なものもあれば不調なものもあ

るが､ �村のように稼動が停止して１年以上経

過するものや､ 役員の利害で利用を制限される

といった事態は発生していない｡ それぞれの村

にそれぞれ３基の代替水源装置が設置されてお

り､ すべての代替水源装置が順調に稼動してい

れば各村で約200世帯が安全な飲料水を獲得す

ることができる｡ また装置�‒1のように､ 稼動

状況がよければ想定より1�6倍多くの世帯によっ

て利用される場合もある｡

稼動している代替水源装置の場合､ 管理組合

のなかにはリーダーシップを発揮する人物や､

装置の維持管理を担当する人物の存在がある｡

一方､ 稼動していない装置や平等に利用されな

い装置では､ リーダーシップを発揮する人物が

いない､ 資金の横領や利用制限などの勝手なこ

とをする人がいてそれを止める人もいないとい

う状況になっている｡ リーダーシップが発揮さ

れているということは､ 優れたリーダーがいる

ということでもあり､ 周辺の人々はリーダーを

中心としてまとまることができているというこ

とでもある｡ 一方､ ある地域に適切にリーダー

シップをとる人物がいなかったり､ はたまた横

領や公共財の私物化が起こったときにそれを正

すことのできる周囲の人々がいないということ

は､ 代替水源装置の運営によって新たに発生し

た問題ではなく､ それ以前からの地域の問題で

ある｡

代替水源装置が順調に運営されるための今後

の課題は､ いいリーダーがいない､ 又はまとまっ

て何かを解決することが難しいという地域社会

において､ どうすれば代替水源装置は安定的に

稼動させることができるのかという点である｡

いまのところ提案されている方法の一つとして､

稼動状態のよい代替水源装置を見学するツアー

がある｡ 装置の稼動が放棄された地域では､ 装

置が ｢停止している｣ ことが日常風景になって

いるわけだが､ 順調に稼動している装置とその

組合を見学し代替水源装置が活発に利用されて

いる状況を実際に目にすることで刺激を受け､

停止した装置を以前のように稼動させようとす

る気運が高まるのである｡ また､ 代替水源装置

の建設を行う際にはこれと平行して意識的にリー

ダーを育てるという方法も考えられる｡ 現状で

は代替水源装置の運営のよしあしは､ 中心的な

役割を果たす人物がいるかどうかという偶然性

に左右されてしまう｡ そこで､ 代替水源装置の

運営において中心的な役割を担う人物を意図的

に育てることでこの問題を解消することを試み

る｡ たとえば装置�‒2の運営が順調であったこ

とには書記の貢献が大きかったが､ この人物は
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アジア砒素ネットワークの別の活動にも参加し

ており砒素問題に対する理解が深かった｡ 周囲

から ｢砒素問題や代替水源装置のことといえば

この人｣ と認識されるような人物を意識的に育

てることで､ 砒素問題においてこの人物が中心

的な役割を果たすようになる可能性も考えられ

るだろう｡

代替水源装置は建設すれば安全な水を獲得で

きるものではなく､ 持続的に利用されるものと

なりえるかどうかが重要である｡ そのために装

置はどのような場合に順調に稼動しどのような

場合に放棄されるのかという具体的な事例を分

析し､ 代替水源装置を順調に稼動させるための

システムを提案することの重要性は､ ますます

強くなると考えられる｡
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